
第１回 

芽室町地球温暖化防止実行計画推進委員会 議案 

 

日 時 令和７年９月４日（木）  午後２時 

場 所 芽室町役場 ２階会議室７・８ 

 

１ 開   会 

 

 

２ 委員長挨拶 

 

 

３ 報告事項 

 （１）令和７年度 ゼロカーボン事業の取組について（実施済み事業等） 

 

４ 協議事項 

 （１）令和７年度 ゼロカーボン事業の取組について（実施予定事業） 

 

 （２）令和８年度 ゼロカーボン事業の取組予定について 

 

 （３）町民向け・事業者向けセミナー開催について 

                             

 （４）今後のゼロカーボン推進について 

 

５ そ の 他 

 

 

６ 閉   会 

 



芽室町地球温暖化防止実行計画推進委員名簿 

 任期 令和６年10月４日～令和８年10月３日 

【委員】 

構成区分 氏  名 推薦団体等 役職等 

一般公募 小泉 怜児   

〃 髙田 昌樹   

〃 住尾 幸恵   

〃 西村 有里   

学識経験者 山形  定 北海道大学大学院工学研究院 助 教 

関係団体推薦者 森田 寧人 日本罐詰株式会社十勝工場 工務課係長 

〃 大﨑  寛 
日本甜菜製糖株式会社 

芽室製糖所 
工務担当次長 

〃 関根 和明 株式会社明治十勝工場 設備環境課 課長 

〃 櫻田 勝也 北海道銀行芽室支店 支店長 

〃 遠藤 壮介 帯広信用金庫芽室支店 支店長 

〃 桜井  哲 芽室町農業協同組合 参事兼管理部長 

〃 青木  昇 芽室町商工会 副会長 

〃 飯島 裕治 芽室消費者協会 理 事 

〃 小玉 一成 芽室町建設業協会  

〃 渡辺 洋志 めむろ建築協会 副会長 

〃 井上 貴明 十勝広域森林組合 参 事 

〃 下田 星児 
北海道農業研究センター 

芽室研究拠点 
上級研究員 

〃 安岡 眞二 
地方独立行政法人北海道立研究機構 

十勝農業試験場 
研究部長 

〃 片桐 清明 芽室町生活環境推進会 副会長 

〃 中村  満 芽室町市街地町内会連合会 副会長 

【オブザーバー】               【事務局】 

所属  所属 

環境省北海道地方環境事務所  
地域脱炭素創生室 

  芽室町環境土木課 
 参事 齋藤 和也 

 北海道十勝総合振興局 
保健環境部環境生活課 

  芽室町環境土木課生活環境係 
 主事 中村 勢太 

 地方独立行政法人  
北海道立総合研究機構 

  

 



３ 報告事項 （１）令和７年度ゼロカーボン事業の取組について 

J クレジット事業の実施について 

 

J クレジット制度とは 

J クレジット制度とは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用による

CO2等の排出量削減や、適切な森林管理による CO2等の吸収量を「クレジット」として国

が認証する制度です。 

認証されたクレジットは購入することができ、カーボンオフセットなど、さまざまな用途

に活用することができます。また、クレジット購入代金は、クレジット創出者に還元され、さ

らなるCO2等の排出削減・吸収の取組や地域活性等に活用することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J クレジットの参加から実施までの流れ 
 

プロジェクトに登録する 

どのようなCO2排出量削減・吸収事業を実施するかを記載した「プロジェクト計画書」

を作成し、国に登録申請を行う。 

 

 

モニタリング（燃料資料量等の計測）を実施する 

プロジェクト計画に基づき、実際の CO2 排出削減・吸収量を算定するためのモニタリ

ング（削減量等の計測）を行う。 

CO2等の排出削減・吸収量 

（J クレジット） 

J クレジット購入者（自治体・企業等） 

CO2等の排出削減・吸収量 

（J クレジット） 

J クレジット 

の売却 

J クレジット 

の購入 

RE１００の目標達成 カーボンオフセット 

J クレジット創出者（芽室町） 
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３ 報告事項 （１）令和７年度ゼロカーボン事業の取組について 

 

 

モニタリング報告書を作成し、クレジットの認証を受ける 

モニタリングの実施結果に基づき排出量削減・吸収量を算定の上、「モニタリング報告

書」を作成し、クレジットの認証申請を行います。 

 

 

 

認証されたクレジットを活用する 

認証された排出量削減・吸収量のクレジットの販売等を行うなど、活用します。 

 

 

 

 

芽室町が行う Jクレジット事業 
芽室町には、国有林・町有林・私有林のそれぞれが吸収する CO2吸収量のポテンシャル

があります。 

今回行う J クレジット事業は、『J クレジットの参加から実施までの流れ』のとおり、これ

らの森林の中から、芽室町内の町有林及び十勝広域森林組合所有林の CO2 吸収量を活

用し、J クレジット事業を行うものです。 

 

J クレジット事業の実施に当たっては、係る事業を事業者が担うこととし、具体的な手法

としては、次の内容を条件としています。 

 

１ J クレジットの対象とする森林は、芽室町森林整備計画に基づき現行と同様の維持管

理を行う。 

２ 次の内容については、委託する事業者が担う。 

（１）プロジェクト計画の作成・登録申請 

（２）モニタリング調査の実施・報告書の作成 

（３）購入先の募集・販売等 

３ 調査費用・登録費用等については、売却益から相殺することとし、経費等を差し引い

た利益を町などへ支払う（維持管理等において負担する費用は生じない）。 
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３ 報告事項 （１）令和７年度ゼロカーボン事業の取組について 

J クレジットの対象となる森林 
現期間の森林経営計画の対象となる森林であり、次の（１）から（４）までの条件を満たし

ていれば J クレジットの対象とすることができます。 

（１） 現期間の森林経営計画内で施業（植栽・保育・間伐）した育成林、今後施業する予定

の範囲 

（２） 過去の森林経営計画で施業した範囲 

（３） 森林計画制度前（１９９０年以降）の施業範囲（別途、施業履歴が必要） 

（４） 現期間の森林経営計画で保護した天然林（制限林に限る） 

 

 

 

J クレジットの対象となる期間 
売却益が発生してから８年間         ※８年を１サイクルとした事業 

 

 

 

事業者の選定 
J クレジット事業の実施に当たり、事業を担う事業者を選定するため「公募型プ

ロポーザル方式」による事業者選定を行いました。 

公募を行ったところ３社の応募があり、その中から株式会社ステラーグリーン

（東京都）が選定されました。 

 

 

 

連携協定を締結 
芽室町と十勝広域森林組合、株式会社ステラーグリーンは、令和７年７月３１日

（木）、「ゼロカーボンの実現に向けた連携協定」を締結しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●連携事項● 

１ J クレジット制度に基づくクレジットの創出及び販売 

２ 持続可能な一次産業（農林業等）の推進に関すること 

３ 地域資源を活用した事業の推進に関すること 

４ 脱炭素社会の実現に向けた取組に関すること 

５ その他地域活性化に関すること 
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３ 報告事項 （１）令和７年度ゼロカーボン事業の取組について 

芽室町地球温暖化防止実行計画（区域施策編）との関連 
芽室町が令和６年５月に策定した『芽室町地球温暖化防止実行計画（区域施策編）』は、

２０５０年ゼロカーボンへ向けて、２０３０年度までの中期目標として温室効果ガス排出量 

２０１３年度比４８％削減を掲げ、様々な事業等の推進によってこの目標を達成する計画と

しています。 

 

その中で、将来ビジョンを達成するための具体的な取組の１つとして『自然と調和した取

組の推進と二酸化炭素吸収の取組促進』を掲げ、その取組事項として、『CO2 吸収量に大

きく貢献する森林の適切な整備・維持管理を行い、それらの吸収量を活用してカーボンオ

フセットを必要とする他自治体との取組を図るなど、連携した取組を進める』ことを明記し

ています。 

 

 今回の J クレジット事業については、この芽室町地球温暖化防止実行計画（区域施策編）

に基づいた事業として取り組むものであり、事業によって得られた成果をゼロカーボン施

策に活用し、持続可能な社会の実現につなげてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考情報】 

J クレジット事業における収益等 

●対象森林面積 

約１，８００ヘクタール 

（町有林：約１，１００ヘクタール 十勝広域森林組合所有林：約７００ヘクタール） 

 

●CO2吸収量（８年間累計見込み） 

  ２８，０００トン～３０，０００トン 

 

●J クレジット販売単価 

１トン当たり ８，０００～１０，０００円 

 

●販売額見込み（８年間累計見込み） 

 ２２４，０００，０００円～３００，０００，０００円 

  ※販売額見込みから諸経費等を除いた額が、最終的な収益となる。 
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芽室町住まいのゼロカーボン補助金について 

町内における２０５０年CO2排出量実質ゼロを目指し、その取組の１つとして省エネ・再エネ

機器を対象とした補助事業を町民の方に向けて実施しています。 

 

１ 芽室町住まいのゼロカーボン補助金について 

芽室町住まいのゼロカーボン補助金は、次の２つの事業により実施しています。 

 

住まいのゼロカーボン推進事業 

北海道が定める「住まいのゼロカーボン化推進事業補助金交付要綱（令和５年７月１９日施

行）」第４条に規定する補助の条件に基づき実施する事業です。 

 

【対象者】 次の要件を満たす方が対象者です。 

①町内に住所を有する方（実績報告書を提出する年度の末日までに本町に転入する方を含む） 

②本町又は現に住所を有する市町村が徴収する税、使用料等を滞納していない方（世帯員を  

含む） 

③芽室町暴力団排除条例（平成２５年条例第２６号）第２条第２号に規定する暴力団員及び同条

第３号に規定する暴力団関係 事業者（以下「暴力団員等」という。）に該当する者並びに暴力

団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活 動に支配的な影響力を有する

者でないこと  

 

省エネ化推進事業 

家庭の省エネ化に対し、町単独で実施する事業です。  

 

 【対象者】 次の要件を満たす方が対象者です。  

①町内に住所を有する方 

②本町が徴収する税、使用料等を滞納していない方（世帯員を含む） 

③芽室町暴力団排除条例（平成２５年条例第２６号）第２条第２号に規定する暴力団員及び同条

第３号に規定する暴力団関係 事業者（以下「暴力団員等」という。）に該当する者並びに暴力

団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活 動に支配的な影響力を有する

者でないこと  

④補助金の申請を行おうとする年度において、既存の電気冷蔵庫（補助金を申請する年の１０

年より前に製造されたもの。） を買い替えるために、省エネ型電気冷蔵庫を購入し、自らが

居住する町内の住宅に設置する方 
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２ 補助対象項目・補助金額 

下記の項目が対象となり、補助率・補助上限額は次のとおりです。 

区分 補助項目 補助率 補助上限額 

省エネ 

（改修） 

電気ヒートポンプ（エコキュート） 1/5 ２０万円 

潜熱回収型ガス給湯暖房機（エコジョーズ） 1/5 ２０万円 

潜熱回収型石油式給湯暖房機（エコフィール） 1/5 ２０万円 

ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯暖房機 

（ハイブリッド給湯暖房機） 
1/5 ２０万円 

暖房機能を有する空気清浄機能 

又は換気機能付きエアコン 
1/5 ５万円 

再エネ 

（改修） 

太陽光発電＋定置用蓄電池 

※２機器を同時設置することが条件 

（太陽光発電） 

７万円/ｋｗ 
２８万円 

（定置用蓄電池） 

1/3 
５万円 

定置用蓄電池 

※すでに太陽光発電設備設置済み住宅が対象 
1/2 １５万円 

省エネ 
電気冷蔵庫 

※補助申請年度の１０年より前の製造が対象 
1/4 ５万円 

※省エネ（回収）及び省エネに係る補助項目については、すでに設置されている設備の性能向

上更新が対象となり、新規に設置する場合は対象となりません。 

※太陽光発電設備及び定置用蓄電池については、既存住宅に対する設備設置が対象となり、

住宅新築に伴う設備設置は対象となりません。 

※補助金額は、千円未満切り捨て。 

 

 

 

３ 募集期間 

毎年４月１日から翌年２月１０日まで 

※令和７年度については、令和７年６月２３日（月）から令和８年２月１０日（火）までが募集期間 

となります。 

※２月１０日が土・日・祝日の場合は、次の平日までが募集期限となります。 

※補助金の交付予定額が予算の範囲を超えることが見込まれる場合は、当該年度における申

請の受付を終了します。 
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令和７年度 実施予定事項 

 

公共施設関連 

■ゼロカーボン推進に向けた事業展開 

●公共施設照明の LED化に向けた計画策定 

 2027（令和９）年 12月末までに一般蛍光ランプの製造・輸出入が廃止されることに伴い、主要な公共施設のうち、LED化されていない施設の

更新を進めます。現在、事業費の算出を行っており、2026（令和８）年度から工事に着工できるよう更新計画を策定します。 

 

＜対象施設：町内２９施設＞ 

 給食センター・芽室浄水場・総合体育館・新南平和浄水場・町内小中学校（芽室西中を除く）・保健福祉センター・中央公民館・めむろ駅前プラザ・健

康プラザ・第１、第２汚水中継ポンプ場・図書館・西子どもセンターふるさと歴史館・ふるさと交流センター・芽室南地区コミュニティセンター・ひま

わりⅡ・じん介管理事務所・東めむろ地区コミュニティセンター・西工雨水ポンプ場・旧アットホームめむろ・消防団第二分団詰所・東工産業振興セン

ター・芽室消防署 

 

 

【実施概要（予定）】 

○実施手法：LED ランプへの交換（安定器・配線等作業を含む。５年保証付き）  ※場合によっては器具交換を実施 

○金額（見込み）：１１２，７７０，９００円 

○ＣО２排出量削減（見込み）：２２２．４６ｔ－ＣＯ２ 

 

 

■公共施設再生可能エネルギー導入への検討・計画 

電気使用量が大きい公共施設にあっては、太陽光パネルなどの設置により CO2 排出量の削減効果は大きいと考えます。しかし、設備導入費が

大きく、その費用対効果を検討して対応しなければ様々な負担につながります。２０２４年度に実施した調査結果に基づき、導入・設置に向けた検

討・計画を行います。 
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＜令和７年度に検討・実施する事項＞ 

●調査事業の再整理（独自設置・リース方式・ＰＰＡ方式での事業性） 

●導入に係る補助支援（国・道） 

●導入に向けた方針、方向性の確定 

   ・各施設担当とのヒアリング 

   ・理事者、政策推進課との協議、調整 

   ・導入計画の策定 

 

 

■地域マイクログリッド導入への検討・計画 

地域マイクログリッドの構築にあっては、２０２４年度に実施した調査において、導入するために必要な電力容量が確保できることが分かりまし

た。ただし、導入費用は約１０億円にもなることから、その費用対効果を含めて考えなくてはなりません。調査結果に基づき、導入への検討・計画を

行います。 

 

＜令和７年度に検討・実施する事項＞ 

●調査事業の再整理（導入設備・導入費・導入方法などのまとめ） 

●導入に係る費用対効果（電気使用量や災害時対応などの内容からコストメリットを検討） 

●導入に向けた方針、方向性の確定 

   ・各施設担当とのヒアリング 

   ・理事者、政策推進課との協議、調整 

   ・導入計画の策定 

 

 

■脱炭素まちづくりアドバイザー等の活用 

公共施設への再エネ導入や地域マイクログリッドの構築に向けて検討・計画を行うに当たり、外部有識者からどのように考えていくかなど、検

討・課題解決に向けたプロセスを指導いただこうと考え、環境省が行っている「脱炭素まちづくりアドバイザー」制度を活用します（採択済み）。 

また、今後、北海道が制度化している「新エネルギーコーディネート支援活用事業」にもかかわっていただく予定であり、これらの機関にもアドバ

イス等をいただくこととしています。 
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将来（２０３０年度）を見据えた取組・検討 

■バイオマス導入に向けた検討 

町が課題とする『ごみ減量化』とジェイエイめむろフーズから相談のあった食品加工残さ処理に係る費用負担。これらの課題を解決する手法の１

つである「バイオマス」。ただし、活用方法や係る費用負担など、検討しなければならない事項が多くあります。民間資本を取り入れた検討も必要で

あることから、関係機関等を参集してバイオマスの導入可否等について検討を行います。 

 

＜令和７年度に検討・実施する事項＞ 

●令和６年度視察内容の整理（乾式・湿式それぞれのバイオマス手法について資料作成） 

●関係事業者の選定（勉強会の実施や事業化への相談等を想定して事業者を選定） 

  ・・・ 開始当初は少数からスタートを想定（意見交換等の中で徐々に対象者を増やす想定） 

●勉強会の開催（年２・３回を想定） 

 

 

■水素エネルギー活用に向けた検討 

国をはじめ、さまざまな機関等において水素生成や利活用に向けた検討を行い始めており、水素エネルギーの利活用は今後、大きな可能性が

あります。工業団地に多くの企業が立地している本町にとっても可能性のあるエネルギーであると考えています。バイオマス同様、活用方法や費

用負担については民間資本を含めて検討する必要があることから、関係機関等を参集して水素エネルギー活用の検討を行います。 

 

＜令和７年度に検討・実施する事項＞ 

●検討内容の整理・資料作成 

●関係事業者の選定（勉強会の実施や事業化への相談等を想定して事業者を選定） 

  ・・・ 開始当初は少数からスタートを想定（意見交換等の中で徐々に対象者を増やす想定） 

●勉強会の開催（年２・３回を想定） 
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その他の事業等 

■啓発事業 

 ゼロカーボン推進には、町民・事業者・職員が一体となって取り組むことが必要です。一方で、それぞれの立場で取り組む事項は異なることから、

各分野において必要な働きかけを行っていきます。 

職員向け研修については、令和６年度に全職員を対象に研修を実施していることから、令和７年度は、新規採用職員を対象にしたセカンドステ

ップ研修により対応します。なお、職員に向けた今後の研修等については、令和７年度に手法を検討します。 

町民・事業者に対しては、セミナー開催を継続して実施し、草の根的に意識醸成を図ってまいります。 

 

＜事業展開の方策＞ 

・町 民 向 け  セミナーの開催  テーマ：「（仮題）ゼロカーボンがつくるまちづくり」 

        研修講師：有識者を予定 

 

・事業者向け  学習型セミナーの開催 テーマ：「（仮題）実践！ゼロカーボン」 

        研修講師：地域銀行および関連事業者を予定 
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令和８年度 実施予定事項 

 

公共施設関連 

■ゼロカーボン推進に向けた事業展開 

●公共施設照明の LED化に向けた計画策定 

 令和７年度に策定した更新計画に基づき、公共施設への LEDランプ交換を実施します（令和８年度・９年度）。 

 

＜対象施設：町内２９施設＞ 

 給食センター・芽室浄水場・総合体育館・新南平和浄水場・町内小中学校（芽室西中を除く）・保健福祉センター・中央公民館・めむろ駅前プラザ・健

康プラザ・第１、第２汚水中継ポンプ場・図書館・西子どもセンターふるさと歴史館・ふるさと交流センター・芽室南地区コミュニティセンター・ひま

わりⅡ・じん介管理事務所・東めむろ地区コミュニティセンター・西工雨水ポンプ場・旧アットホームめむろ・消防団第二分団詰所・東工産業振興セン

ター・芽室消防署 

 

 

【実施概要（予定）】 

○実施手法：LED ランプへの交換（安定器・配線等作業を含む。５年保証付き）  ※場合によっては器具交換を実施 

○金額（見込み）：１１２，７７０，９００円 

○ＣО２排出量削減（見込み）：２２２．４６ｔ－ＣＯ２ 

 

 

■公共施設再生可能エネルギー・地域マイクログリッド導入への計画策定 

令和７年度に行った検討結果をもとに具体的な導入計画を策定し、令和９年度以降の設置につなげます（ただし、費用面においてその可能性が

明確になった段階で実施することになるため、令和７年度に行うアドバイザーなどとの検討結果による）。 

 

＜令和８年度に検討・実施する事項＞ 

●導入箇所（公共施設）の選定 

●導入手法の決定（独自設置・リース方式・PPAなど） 

●導入事業者選定方法の決定（プロポーザル方式など） 
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将来（２０３０年度）を見据えた取組・検討 

■新たな再生可能エネルギーの導入・活用に向けた検討 

令和７年度に実施する新たな再生可能エネルギー（バイオマス・水素エネルギー）の導入・活用に係る意見交換の結果を踏まえ、導入可能性や活

用先・活用方法等について、組織を構築して具体的な検討を行います。 

 

 

■削減効果を促すインセンティブ創設に向けた検討 

町民の行動変容を促す取組として、CO2 排出量削減につながる行動・取組に対するインセンティブ制度について、多自治体での実施事例を研

究し、町のポイント制度へつなげる施策を検討します（他部署での取組やすでに導入しているシステム、DX担当との連携等を含む）。 

 

 

その他の事業等 

■啓発事業 

啓発事業については、３年間をサイクルとして【基礎知識】－【行動変容】－【能動的な取組】に取り組む計画を考えており、令和６年度はゼロカー

ボンの現状や今後の見通しなど、町民・事業者・行政それぞれの分野の中でセミナー・研修を開催してきました。 

令和８年度は、それぞれがどのように取り組んでいくべきかを考え、実践できるよう、各種セミナー・研修を実施します。 
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公共施設・街路灯のLED化
省エネ機器導入補助
（町民・事業者向け）

次世代自動車導入
３Rの推進

（ごみ減量化・リサイクル）
環境教育

省エネ見える化アプリの
導入

削減効果を促す
インセンティブ活用

R6

・公共施設LED化状況
　調査
・他自治体取組聞き取り
・街路灯リースに向けた
　事業者協議、事業費試算

・他自治体補助事例確認
・国、道補助制度確認
・町の支援率（補助率）検討
・制度設計

・更新方法の検討
・更新シミュレーション
　（事業者へ依頼）
・総務課と協議
　※現更新計画と新計画
　　　との整理

・（現行）一般廃棄物処理基
　本計画の実施
・色付き指定ごみ袋のあり
　方検討

・役場での取組事項整理
・協力者（CS・民間等）の
　調整
・実施プラン作成
・各学校との打ち合わせ
　　※教委とのすり合わせ

R7

・導入コスト算定
　※事業者へ積算依頼
・優先度の選定、導入計画
　作成
・予算化対応

・補助事業の実施
・他自治体補助事例確認
・国、道補助制度確認
・町の支援率（補助率）検討
・制度設計

・各課とのヒアリング
  更新内容の整理
・事業者、総務課との調整
・予算化対応

・（現行）一般廃棄物処理基
　本計画の実施
・色付き指定ごみ袋のあり
　方検討

・CS・民間等との実施に
　向けた調整
・学校での事業実施
　※可能な学校から開始

・導入事例調査、効果等
  検討

・他自治体事例等調査
　効果等検討
・関係課との協議

R8 ・公共施設LED改修 ・補助事業の実施 ・車両更新、維持管理

・（現行）一般廃棄物処理基
　本計画の実施
・色付き指定ごみ袋のあり
　方決定
・クリーンめむろ環境基本
　計画見直し
・一般廃棄物処理基本計
　画見直し

・学校での事業実施
・実施事例の紹介

・事業構築、事業費積算
・予算化対応

・実施内容等整理
・事業構築、事業費積算
・予算化対応

R9 ・公共施設LED改修 ・補助事業の実施 ・車両更新、維持管理
・（新）一般廃棄物処理基本
　計画の実施

・学校での事業実施
・実施事例の紹介

・見える化アプリの実施 ・インセンティブ事業実施

R１０ ・公共施設LED改修 ・補助事業の実施 ・車両更新、維持管理
・（新）一般廃棄物処理基本
　計画の実施

・学校での事業実施
・実施事例の紹介

・見える化アプリの実施 ・インセンティブ事業実施

R11 ・公共施設LED改修 ・補助事業の実施 ・車両更新、維持管理
・（新）一般廃棄物処理基本
　計画の実施

・学校での事業実施
・実施事例の紹介

・見える化アプリの実施 ・インセンティブ事業実施

R12 ・公共施設LED改修 ・補助事業の実施 ・車両更新、維持管理
・（新）一般廃棄物処理基本
　計画の実施

・学校での事業実施
・実施事例の紹介

・見える化アプリの実施 ・インセンティブ事業実施

備考

※重点対策加速化事業
　 を活用予定（令和11年
　 度まで）
※２０２７（令和９）年度で
　 蛍光ランプ製造・輸入
   停止
※現在は、地域脱炭素債を
   活用（R7までの起債）

※道補助（住まいのゼロ
　 カーボン化推進事業）を
　 活用予定＜町民向け＞
※重点対策加速化事業
　 を活用予定（令和11年
　 度まで）＜町民・事業
　 者向け＞
※一度に多くの補助メニ
　 ューはできないので、徐
　 々に増やしていく
※町民からの補助申請等
　 受付を事業者が行える
　 ようにしたい
※事業者向け補助メニュー
　 については商工労政課
   と調整

※２０３０年一般公用車
　 次世代自動車100％
※実施に対する補助メニ
　 ューは国（環境省等）
　 と要調整

※令和10年度　新くりりん
　 センター供用開始
※色付き指定ごみ袋のあ
　 り方はR８までに検討・
　 決定
※削減目標・計画見直しの
　 考え方などを区域施策
   編と整合

※R１２までにはすべての
　 小中学校で実施

※実施に対する補助メニ
　 ューは国（環境省等）
　 と要調整

※実施に対する補助メニ
　 ューは国（環境省等）
　 と要調整

所管部署
公共施設：都市経営係
街路灯：道路公園管理係

ゼロカーボン担当 危機対策係 生活環境係 教育推進係 ゼロカーボン担当
ゼロカーボン担当
（関連部署：DX担当・保健
推進係・商業振興係）

省エネ推進によるエネルギー消費量の少ないまちの実現 行動変容につながる環境意識の醸成

２０３０（令和１２）年度までの脱炭素ロードマップ
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太陽光パネル・蓄電池
導入補助制度

公共施設再エネ調査・導入
地域マイクログリッド

調査・導入
工業団地の再エネ

マイクログリッド調査・検討
事業者連携による

新たな再エネの構築検討
バイオマス導入検討・実証

水素エネ供給等に係る
関係者との連携体制構築

R6

・他自治体補助事例確認
・国、道補助制度確認
・町の支援率（補助率）検討
・制度設計

・調査事業実施
　（委託事業）

・調査事業実施
　（委託事業）

・関係事業者との情報交換 ・先進地視察

R7 ・補助事業の実施
・該当施設管理部局との
　協議
・導入計画作成

・実施可否の検討
・基本計画作成
※実施手法等具体案検討

・関係事業者との情報交換 ・関係事業者との情報交換 ・課題等の整理
・水素エネ活用に向けた
　勉強会等の開催

R8 ・補助事業の実施
・公共施設再生可能エネ
　導入

・マイクログリッド導入基
　礎調査

・関係事業者との情報交換 ・新たな再エネ構築検討
・検討組織の立ち上げ
・バイオマス導入に向けた
　検討

・水素エネ活用に向けた
　検討組織の立ち上げ

R9 ・補助事業の実施
・公共施設再生可能エネ
　導入

・マイクログリッド構築
・再エネ、マイクログリッド
　構築に向けた検討組織の
　立ち上げ

・水素エネ活用に向けた
　検討

R１０ ・補助事業の実施
・公共施設再生可能エネ
　導入

・マイクログリッド構築
・再エネ、マイクログリッド
　構築に向けた検討

・水素エネ活用に向けた
　検討
・水素エネ活用に向けた
　実証（民間による）

R11 ・補助事業の実施
・公共施設再生可能エネ
　導入

・水素エネ活用に向けた
　検討
・水素エネ活用に向けた
　実証（民間による）

R12 ・補助事業の実施
・公共施設再生可能エネ
　導入

・水素エネ活用に向けた
　検討
・水素エネ活用に向けた
　実証（民間による）

備考
※重点対策加速化事業を
　活用予定（令和１１年度ま
　で）

※重点対策加速化事業を
　活用予定（令和１１年度ま
　で）

※道補助金を活用予定
  （ゼロカーボンビレッジ
   構想）

※工業団地への再エネ・
　 マイクログリッド検討
　 は民間主導を想定

※事業者間連携による新
　 たな再エネ構築は民間
　 主導を想定

※バイオマスは民間主導
   による構築を想定

※2028年　民間による
　 実証を想定

所管部署 ゼロカーボン担当
ゼロカーボン担当
（関連部署：都市経営係・施
設関連係）

ゼロカーボン担当
（関連部署：都市経営係・施
設関連係）

ゼロカーボン担当・工業振
興係

ゼロカーボン担当・工業振
興係

ゼロカーボン担当
ゼロカーボン担当・工業振
興係

再生可能エネルギーの導入による脱炭素化のまちの実現

２０３０（令和１２）年度までの脱炭素ロードマップ
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関係機関との連携による
取組の普及、新技術紹介

緑肥・たい肥の活用
家畜ふん尿バイオマス導入

補助
農業残さを活用した

再エネの検討
森林整備（町有林・街路樹） 緑地の維持管理

カーボンオフセット制度の
検討

R6
・たい肥を活用した土づ
　くりの実施
・緑肥の施肥、すき込み

・補助制度の継続実施
・森林整備計画に基づく維
　持管理
・街路樹の維持管理

・検討会組織の立ち上げ、
　公園整備の検討
・ストック公園再編計画の
　策定

・CO2吸収量の試算
・事業化の検討

R7
・関係機関との連携によ
 る取組の普及、新技術
 紹介

・たい肥を活用した土づ
　くりの実施
・緑肥の施肥、すき込み

・補助制度の継続実施 ・関係事業者との情報交換
・森林整備計画に基づく維
　持管理
・街路樹の維持管理

・検討会組織での公園整備
　の検討、ワークショップ
・ストック公園再編計画の
　策定
・芽室公園基本構想策定

・事業化に向けた予算化

R8

・たい肥を活用した土づ
　くりの実施
・緑肥の施肥、すき込み
・緑肥のCO2吸収量の
 取扱（炭素貯留）につい
 て整理

・補助制度の継続実施
・事業化に向けた検討組織
　の立ち上げ、検討

・森林整備計画に基づく維
　持管理
・街路樹の維持管理

・町内公園施設等再整備
・芽室公園基本設計

・プロジェクト計画書作成、
　登録申請

R9

・たい肥を活用した土づ
　くりの実施
・緑肥の施肥、すき込み
・区域施策編見直しに合
　わせて炭素貯留分の取
　扱い検討

・補助制度の継続実施
・組織による事業化に向
　けた検討

・森林整備計画に基づく維
　持管理
・街路樹の維持管理

・町内公園施設等再整備
・芽室公園実施設計

・モニタリング報告書作
　成、登録申請

R１０
・たい肥を活用した土づ
　くりの実施
・緑肥の施肥、すき込み

・補助制度の継続実施
・組織による事業化に向
　けた検討

・森林整備計画に基づく維
　持管理
・街路樹の維持管理

・町内公園施設等再整備
・芽室公園整備工事

・Jクレジット事業実施

R11
・たい肥を活用した土づ
　くりの実施
・緑肥の施肥、すき込み

・補助制度の継続実施
・組織による事業化に向
　けた検討

・森林整備計画に基づく維
　持管理
・街路樹の維持管理

・町内公園施設等再整備
・芽室公園整備工事

・Jクレジット事業実施

R12
・たい肥を活用した土づ
　くりの実施
・緑肥の施肥、すき込み

・補助制度の継続実施
・組織による事業化に向
　けた方向性の整理

・森林整備計画に基づく維
　持管理
・街路樹の維持管理

・町内公園施設等再整備 ・Jクレジット事業実施

備考
※新たな技術、農業の方法
　 等について関係機関か
　 らの情報等を提供

※区域施策編見直し（R9）
　 に合わせて、炭素貯留に
　 ついて検討

※社会資本整備総合交付
　 金を活用（R6から）

※制度認証から８年間は
　 Jクレジットの対象

所管部署 農林企画係 農畜産振興係 農畜産振興係 農畜産振興係 農林企画係 道路公園管理係
ゼロカーボン担当・農林企

画係

２０３０（令和１２）年度までの脱炭素ロードマップ

環境に配慮した農業活動による脱炭素化への貢献 自然と調和した取組と二酸化炭素吸収の促進
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